
甲斐市自殺防止対策計画

いのち支える甲斐市
～ひとが、 まちが、 やさしさが～

2019（平成31）年度～ 2023（平成35）年度

概要版

年号の表記は、2019 年に改元されることを鑑み西暦表記と平成表記を併記しています。

新元号改元後の平成表記は、新元号に読み替えて適用することとします。



2

2016
（H28）
年度

2017
（H29）
年度

2018
（H30）
年度

2019
（H31）
年度

2020
（H32）
年度

2021
（H33）
年度

2022
（H34）
年度

2023
（H35）
年度

2024
（H36）
年度

2025
（H37）
年度

2026
（H38）
年度

第2次総合計画

自殺防止対策計画

第２次地域福祉計画

第２次障がい者計画

第８次高齢者保健
福祉計画

第７期介護保険
事業計画

第２期子ども・子育て
支援事業計画

第３次健康増進計画
第２次食育推進計画

進路の
悩み地

域
生
活
の
現
場

子育ての
不安

介護疲れ

被虐待

ごみ屋敷

頼れる人
の不在

ひきこもり

事業不振

いじめ

不登校

性被害

精神疾患

過労

多重債務

失業

アルコール
等の依存

病苦

社会的
孤立

うつ状態

希死念慮

自
殺

出典：「自殺実態白書 2013」NPO法人ライフリンク

計画期間

自殺防止対策計画策定の主旨

　2006（平成 18）年自殺対策基本法が制定され、それまで「個人の問題」とされてきた自殺が、「社会の問題」

として広く認識され、自殺防止に係る対策が講じられるようになりました。

　2016（平成 28）年に改正された自殺対策基本法の基本理念「誰も自殺に追い込まれることのない社会」にのっ

とり、誰もが「生きることの包括的な支援」を受けられるよう、甲斐市自殺防止対策計画を策定しました。

　本計画の計画期間は、国のガイドラインに従って、2019（平成 31）年度から 2023（平成 35）年度までの

５年間とします。

自殺の危機要因イメージ図
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（H26年）

2015年
（H27年）

2016年
（H28年）

自殺死亡率
（10万対）

自殺者数（人）

自殺者数（甲斐市） 自殺死亡率（甲斐市）
自殺死亡率（山梨県） 自殺死亡率（全国）

甲斐市

全国

山梨県

甲斐市における自殺リスクが高い集団

　自殺死亡率順位による自殺リスクが高い集団（集団Ⅲ、集団Ⅳ）では、
　　① 男性で 40 ～ 59 歳・無職・独居
　　② 男性で 40 ～ 59 歳・無職・同居という特徴が表れています。

　自殺者数順位による自殺リスクが高い集団（集団Ⅰ、集団Ⅱ）では、
　　① 女性で 60 歳以上・無職・同居
　　② 男性で 40 ～ 59 歳・有職・同居という特徴が表れています。

集団名 順位 特徴 背景にある主な自殺の危機経路

集団Ⅲ 自殺死亡率１位 男性で 40 ～ 59 歳
無職で一人暮らしの人 失業 → 生活苦 → 借金 → うつ状態 → 自殺

集団Ⅳ 自殺死亡率２位 男性で 40 ～ 59 歳
無職で同居人がいる人

失業 → 生活苦 → 借金＋家族間の不和 → うつ状態 → 自
殺

集団名 順位 特徴 背景にある主な自殺の危機経路

集団Ⅰ 自殺者数１位 女性で 60 歳以上
無職で同居人がいる人 高齢による身体疾患 → 病苦 → うつ状態 → 自殺

集団Ⅱ 自殺者数２位 男性で 40 ～ 59 歳
有職で同居人がいる人

配置転換 → 過労 → 職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗
→う つ状態 → 自殺

　自殺者数・自殺死亡率ともに自殺リスクが高い集団（集団Ⅴ）では、
　　〇「男性で 60 歳以上・無職で一人暮らしの人」という特徴が表れています。

集団名 順位 特徴 背景にある主な自殺の危機経路

集団Ⅴ 自殺者数４位
自殺死亡率３位

男性で 60 歳以上
無職で一人暮らしの人

失業（退職）＋死別・離別 → うつ状態 → 将来生活への悲
観→ 自殺

出典：地域自殺実態プロファイル（2017）

　上記のような自殺リスクの分析結果から、「高齢による身体疾患」、「職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗」、「生活苦」、

「失業（退職）」が自殺要因となっている可能性が高く、甲斐市が重点的に取り組むべき分野を、「高齢者」、「生活困窮者」、

「勤務・経営」としました。

甲斐市の自殺の現状

　甲斐市の自殺者数は、2012（平
成 24）年から 2016（平成 28）年

の間、９人から 19 人と変動が大き

くなっています。自殺死亡率でみ

ると、全国では減少傾向となって

いる中、甲斐市は増減を繰り返し

ています。直近の 2016（平成 28）

年では、全国 17.0、山梨県 17.3、

甲斐市 17.3 で、自殺死亡率は同レ

ベルとなっていますが、2012（平

成 24）年から 2016（平成 28）年

の５年間の平均の自殺死亡率は、

全 国 19.6、 山 梨 県 20.8、 甲 斐 市

17.5 となっています。

自殺者数と自殺死亡率（住居地）

出典：自殺者数と自殺死亡率は「自殺統計」、人口は「住民基本台帳」
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現況値 自殺死亡率 各年目標値
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自殺死亡率（10万対）

目標値

３つの「重点施策」
甲斐市における自殺のハイリスク群と自殺のリスク要因に沿った取り組み

高齢者の
自殺防止対策の推進

生活困窮者支援と
自殺防止対策の連動

勤務・経営問題に関わる
自殺防止対策の推進

５つの「基本施策」
地域で自殺防止対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取り組み

地域における
ネットワークの強化

自殺防止対策を支える
人材の育成

生きることの
促進要因への支援

児童生徒のＳＯＳの出し方に
関する教育とその対応

市民への
啓発と周知

自殺防止対策施策の体系

生きる支援関連施策
既存事業において自殺防止対策の視点で捉えることができる事業、

自殺防止対策につながる可能性のある事業の取り組み

数値目標

施策体系

計画の基本方針

自殺防止対策を、生きることの包括的な支援として推進する

関連する他の施策と連携させることで、総合的な対策として展開する

対応のレベルと段階に応じた、さまざまな施策の効果的な連動を図る

自殺防止対策における実践的な取り組みと、自殺問題の啓発的な取り組みとを合わせて推進する

自殺防止対策に関係する団体や市民が連携・協働して取り組みを推進する

　自殺防止対策の施策体系は、

「甲斐市における自殺リスクが

高い集団の分析結果」から見え

てくる背景や原因等に対して取

り組むべき重点施策と、国が定

める「地域自殺対策政策パッ

ケージ」において、全市区町村

が共通して取り組むべき基本施
策、そして、その他の事業をま

とめた生きる支援関連施策の３

つの施策群で構成しています。

　国と同じく 2026（平成 38）

年に現況値 17.5 から 30% 減と

なる 12.3 を目指します。

　また、各年目標値は、本計画

の施策が年度を追うごとに効果

を表すとの観点から、計画後半

になるほど効果が大きく表れる

よう、二次関数を用いて定めま

した。その結果、計画最終年

の目標値が 15.1 となるため、

15.1 以下を数値目標とします。

自殺死亡率の母数（人口）は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地
域別将来推計人口（2018( 平成 30) 年推計）」を元に人口推計値を作成

自殺死亡率各年目標値（10万対 )

※
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重点施策１

高 齢 者 の 自
殺 防 止 対 策
の推進

高齢者とその支援者への各種支
援先情報の周知

1. 啓発リーフレットの配布

支援者の「気づき力」の向上
1. 既存の研修枠やイベント等の機会の活用
2. ゲートキーパー*研修の受講の推奨

高齢者の生きがいづくりと積極
的な社会参加への推進

1. 地域における高齢者向け「居場所づくり」の推進
2. 各種講座や教室等を通じた社会参加の推進

介護者（支援者）への支援の推
進

1. 高齢者を支える家族等の介護者（支援者）への
支援の推進

生 活 困 窮 者
支 援 と 自 殺
防 止 対 策 の
連動

重点施策２
生活困窮者に対する「生きるこ
との包括的な支援」の強化

1. 生活苦に陥った人に対する「生きることの包括
的な支援」の強化

支援につながっていない人に対
する早期支援への取り組み

1. 滞納金を徴収する担当職員へのゲートキーパー
研修を通じた支援へのつなぎの強化

2. 問題が深刻化する前に支援へとつなげるための
取り組み

多分野の関係機関が連携・協働
する基盤整備

1. 生活保護受給者における生活状況等の把握に向
けた調査の実施

2. 各機関の連携促進と包括的な支援の提供に向け
た情報共有

勤 務 ・ 経 営
問 題 に 関 わ
る 自 殺 防 止
対策の推進

重点施策３
勤務・経営問題による自殺リス
クの低減を図る取り組み

1. 相談先の情報提供
2. 相談先リーフレットの配布
3. 職場のメンタルヘルス対策の普及促進
4. 雇用施策の推進
5. 中小企業・小規模事業者等の振興対策

経営者への支援と離職者・失業
者等への支援

1. 小規模企業者経営改善対策資金に対する利子補
給の実施

2. 創業支援事業の推進
3. 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入

計画の認定と支援
4. 就労支援の充実
5. 離職者向けの手続き・再就職支援に関するガイ

ドブックの作成

3 つの「重点施策」

※ ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人のこと。
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基本施策１

地域における
ネットワーク
の強化

地域におけるネットワークの強
化

1. 自殺防止対策本部会議の開催
2. 自殺防止対策部会（ワーキンググループ）の開催
3. 自殺防止対策協議会の開催
4. 近隣自治体とのネットワークの強化

特定の問題に関する連携・ネッ
トワークの強化

1. 生活困窮者自立支援事業との連携強化
2. 甲斐市自立支援協議会の開催

自殺防止対策
を支える人材
の育成

基本施策２
市職員を対象とした研修

1. 一般職員向けゲートキーパー養成講座の開催
2. 専門職員向けゲートキーパー養成講座の開催
3. ケースワーカー向け研修等の実施

市民等を対象とした研修
1. 市民向けのゲートキーパー養成講座の開催
2. 団体やボランティア向けゲートキーパー養成講座の

開催

市民への啓発
と周知

基本施策３ リーフレット等啓発グッズの作
成と周知

1. 相談先情報を掲載したリーフレットの配布
2. 自殺防止対策月間キャンペーンの実施
3. 地域のネットワークを活用した情報提供
4. 障がい者向け冊子等への情報掲載
5. 公共交通機関における情報の周知
6. 自殺防止対策に関するチラシの街頭配布による周知

各種メディア媒体を活用した啓
発活動

1. 自殺防止キャンペーンの開催
2. 広報紙の活用
3. ＳＮＳ等を通じた情報発信
4. 自治会を通じた情報提供

生きることの
促進要因への
支援

基本施策４

自殺リスクを抱える可能性のあ
る人への支援（居場所づくりを
含む）

1. 相談窓口に係る情報発信
2. 甲斐市版ネウボラ(NEUBOLA)*による支援
3. 適切な介護サービス等の利用支援
4. 高齢者の集いの場の支援
5. 家庭児童相談員による支援
6. 子育て世帯に対する支援の提供
7. 家庭教育カウンセリングの実施
8. 悩み相談「心のホットライン」
9. 心の対話の場所「子育てしゃべり場」

自殺未遂者への支援 1. 医療機関等との連携の強化
2. 支援機関の専門職員に対する研修会の実施

遺された人への支援 1. 自死遺族への情報周知

支援者への支援 1. 介護者への支援
2. 市職員への支援

児 童 生 徒 の
ＳＯＳの出し
方に関する教
育とその対応

基本施策５ ＳＯＳの出し方に関する教育の
前段階の取り組み

1. 児童生徒が抱える悩みや不安等の早期発見、早期対応
2. いじめ問題への取り組みの充実

ＳＯＳの出し方に関する教育に
対する理解の促進

1. 学校長に対する研修の実施

ＳＯＳの出し方に関する教育の
推進に向けた取り組み

1. 教職員の理解向上への取り組み
2. 推進に向けた調査・研究

５つの「基本施策」

※ ネウボラ：子育て先進国フィンランドの子育て支援サービス。妊娠期から出産、子育て期までの
子どもとその家族への切れ目のない支援を行う。
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相談先一覧

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間

心
と
体

心の悩み

精神保健福祉センター 055-254-8644 平日　8：30 ～ 17：15

ストレスダイヤル 055-254-8700 平日　9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
（夜間）木 16：00 ～ 19：00

こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 平日　9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
（夜間）火～土　16：00 ～ 22：00

山梨県ひきこもり相談窓口 055-254-7231 平日　9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00

山梨いのちの電話 055-221-4343 火～土　16：00 ～ 22：00

東京いのちの電話 03-3264-4343 24 時間対応

よりそいホットライン 0120-279-338 24 時間対応

心と体の悩み
甲斐市健康増進課 055-278-1694 平日　8：30 ～ 17：15

中北保健福祉事務所 055-237-1420 平日　8：30 ～ 17：15

難病 山梨県難病相談支援センター 055-223-3241 平日　9：00 ～ 16：00

がん

山梨県立中央病院相談支援センター 055-223-7111
（内線 1214） 平日　9：30 ～ 17：00

山梨大学医学部附属病院
がん相談支援センター 055-273-9872 平日　8：30 ～ 17：15

山梨県がん患者サポートセンター 055-227-8740 平日　9：00 ～ 17：00

高
齢
者

お年寄りや
介護の悩み

甲斐市地域包括支援センター
（甲斐市長寿推進課内） 055-278-1693 平日　8：30 ～ 17：15

竜王在宅介護支援センター
（竜王保健福祉センター内） 055-279-1113 24 時間対応

めぐみ荘在宅支援センター 055-278-0881 24 時間対応

在宅介護支援センター敷島荘 055-277-8818 24 時間対応

双葉在宅介護支援センター 0551-28-5545 24 時間対応

山梨県認知症コールセンター 055-222-7711 平日　13：00 ～ 17：00

女
性

女性の悩み・
配偶者等による
暴力

女性相談所（配偶者暴力相談支援センター） 055-254-8635 平日　9：00 ～ 20：00　　　　

男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）
（配偶者暴力相談支援センター） 055-237-7830 毎日　9：00 ～ 17：00

（第 2・4 月曜日と年末年始を除く）

セクハラやＤＶ
など

女性の人権ホットライン
（甲府地方法務局） 0570-070-810 平日　8：30 ～ 17：15

（全国共通ナビダイヤル）

産前・産後、
育児の不安や悩み

子育て世代包括支援センター
（甲斐市健康増進課内） 055-278-1694 平日　8：30 ～ 17：15

産前産後電話相談 055-269-8110 24 時間対応

子
ど
も
・
若
者

子育ての悩み

子育て相談（敷島子育てひろば） 055-277-1260 火～土　9：00 ～ 16：00
（祝日と年末年始を除く）

子育て相談総合窓口かるがも
（山梨県社会教育課）

055-228-4152
055-228-4153

平日　9：00 ～ 16：30
土・日・祝日 9：00 ～ 15：30

（第 2・4 月曜日と年末年始を除く）

子ども（18 歳
未満）の悩み

家庭児童相談室（甲斐市子育て支援課） 055-278-1692 平日　9：00 ～ 16：00　　　　

中央児童相談所 055-254-8617 平日　8：30 ～ 17：15

子どもの人権 110 番（甲府地方法務局） 0120-007-110 平日　8：30 ～ 17：15
（全国共通フリーダイヤル）

チャイルドライン（18 歳以下の子ども専用） 0120-99-7777 毎日 16：00 ～ 21：00（年末年始を除く）

いじめ・不登校

甲斐市学校教育課 055-278-1696 平日　8：30 ～ 17：15

心のホットライン（甲斐市生涯学習文化課） 055-278-2039 平日　9：00 ～ 17：00

教育相談電話（竜王地区）
　　　　　　  （敷島地区）
　　　　　  　（双葉地区）

（甲斐市生涯学習文化課）

055-276-7521
055-277-1400
0551-28-7681

火～金　9：30 ～ 16：30
（祝日と年末年始を除く）

いじめ不登校ホットライン
（山梨県総合教育センター）

0120-0-78310
055-263-3711

24 時間対応

非行等少年問題
の悩み ヤングテレホンコーナー（山梨県警察本部） 055-235-4444 平日　8：30 ～ 17：00

（祝日と年末年始を除く）

若者の就労 やまなし若者サポートステーション 055-244-3033 平日　9：30 ～ 18：00
（祝日と年末年始を除く）

【電話で相談】　※受付時間の平日表記は土・日曜日、祝日、年末年始を除きます。
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相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間

障
が
い
者

障がい者と家族の悩み

甲斐市福祉課 055-278-1691 平日　8：30 ～ 17：15

甲斐市障がい者基幹相談支援センター 055-267-7010 平日　8：30 ～ 17：15
障害者 110 番

（山梨県障害者福祉協会） 055-254-6266 火～土　9：00 ～ 16：00
（時間外は留守番電話対応）

障がい者虐待に関する相談 山梨県障害者権利擁護センター 055-225-3733 24 時間対応

経
営
者

経営や倒産危機に関する
悩み

甲斐市商工会 055-276-2385 平日　8：30 ～ 17：15

やまなし産業支援機構 055-243-1888 平日　8：30 ～ 17：15

山梨県よろず支援拠点 055-243-0650 平日　8：30 ～ 17：15

山梨県中小企業団体中央会 055-237-3215 平日　8：30 ～ 17：15

経
営
者
・
労
働
者

労働者のメンタルヘルス
対策全般 山梨産業保健総合支援センター 055-220-7020 平日　9：00 ～ 17：00

労働者のメンタル相談 中北地域産業保健センター 055-220-7020 平日　9：00 ～ 17：00

メンタルヘルス対策を含め
た事業所の安全衛生管理

山梨労働局労働基準部健康安全課 055-225-2855 平日　8：30 ～ 17：15

甲府労働基準監督署 055-224-5620 平日　8：30 ～ 17：15

労
働
者

職場内のいじめ、嫌がらせ、
労働条件等

山梨労働局（総合労働相談コーナー） 055-225-2851 平日　8：30 ～ 17：15
甲府労働基準監督署

（総合労働相談コーナー） 055-224-5620 平日　8：30 ～ 17：15

中小企業労働相談所
（山梨県県民生活センター内） 055-223-1366 平日　8：30 ～ 17：00

お
金

消費者トラブル
甲斐市消費生活センター

（甲斐市市民活動支援課内） 055-276-5002 平日　9：00 ～ 16：00

山梨県県民生活センター 055-235-8455 平日　8：30 ～ 17：00

多重債務 全国クレサラ・生活再建問題被害者連
絡協議会 0120-996-742 24 時間対応

法
律 法的トラブル

無料法律相談（予約制）
（甲斐市市民活動支援課）

055-278-1704 平日　8：30 ～ 17：15

法テラス山梨 050-3383-5411 平日　9：00 ～ 17：00

法テラスサポートダイヤル 0570-078374 平日　9：00 ～ 21：00
土曜　9：00 ～ 17：00

山梨県弁護士会法律相談センター 055-235-7202 平日　9：00 ～ 17：00
( 要予約　有料の場合有り )

山梨県司法書士会総合相談センター 055-253-2376 平日　9：00 ～ 17：00

人
権 いじめ・体罰・差別等 みんなの人権 110 番

（甲府地方法務局） 0570-003-110 平日　8：30 ～ 17：15
（全国共通ナビダイヤル）

性的
被害

性暴力被害の相談 かいさぽももこ（やまなし性暴力被害
者サポートセンター） 055-222-5562 平日　10：00 ～ 16：00

（祝日と年末年始を除く）

犯
罪
・
生
活
の
安
全

犯罪被害者等総合支援 山梨県犯罪被害者等総合支援窓口 055-223-4180 平日　8：30 ～ 17：15

警察安全相談

警察本部総合相談室 ＃ 9110
または 055-233-9110

24 時間対応性犯罪被害相談電話 ＃ 8103
または 055-224-5110

韮崎警察署 0551-22-0110

さまざまな問題で悩んでいるのに「声に出して、誰かに相談できない」、「相談し
たいけど、勇気がない」という人は、ＳＮＳで相談してみてください。

ライン、 ツイッター、 チャット等のＳＮＳで
相談ができます。

電話、 メール、 ＳＮＳ等さまざまな方法や
悩み別の相談窓口を紹介しています。

厚生労働省では、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
を活用した新たな相談事業を行っています。スマートフォンやパソコ
ンを利用してインターネットで「厚生労働省ＳＮＳ相談」と入力し、検
索することで相談先情報が確認できます。また、「支援情報検索サイト」
と入力し、検索すると相談窓口情報等を悩み別に探すことができます。

※
SNS で
相談

URL：https://www.city.kai.yamanashi.jp/

〒 400-0192
山梨県甲斐市篠原 2610 番地 電話：055-278-1691

FAX ：  055-276-2113

甲斐市役所
福祉部福祉課

厚生労働省　SNS 相談 支援情報検索サイト


